
美しい弐番街（緑の号） (No.20, 平成 24 年 1月 23 日) 
コープ野村南流山弐番街 自治会・緑化専門委員会 

 

緑化専門委員募集！！ 

緑の環境整備にご関心ある方、

お待ちしています 

 

 緑化専門委員会は第１回目の大規模修繕

工事が行われた 1996 年に管理組合の専門委

員会として同工事中の外構工事への対応と長

期緑化計画を策定を目的に設置されました。

そして 1998 年に自治会の専門委員会として活

動するようになりました。 

 下記の規約に緑化専門委員会の目的や活

動が記載されていますが、「住民を中心とした

緑化活動の実行」には、多く居住者の皆様に

ご協力いただいた第 1 回大規模修繕工事後

の１号棟の南側、２号棟の南側・北側の緑地

帯に埋まっていたコンクリートガラなどの撤去と

土壌改良、そして洋芝化、また、ボランティア

の皆さんにご協力いただいているプランタなど

の整備活動の支援なども含まれます。 

 南流山弐番街の緑化整備の歴史を表１、緑

化整備の課題を裏面に紹介します。より詳しい

活動内容は毎年の自治会の定期総会の議案

書や南流山弐番街のホームページ中の『美し

い弐番街』（緑の号）でも紹介されていますの

でご参照ください。 

 

 緑化専門委員会、現在、5 名の委員で活動

していますが、来年度、3 名の方が退任される

ことになります。つきましては意欲をもって緑化

整備活動に取り組んでいただける新しいメン

バーを募集させていただくことになりました。ご

関心ある方、緑化専門委員会の委員長までご

連絡ください。お待ちしています。 

 

緑化専門委員会規約 

     平成 10 年６月１日 

1. 名称 

  緑化専門委員会（略称：緑化委員会） 

2. 目的 

 コープ野村南流山弐番街の緑を中心とした

快適な生活空間を創造するのに必要な緑化

環境の維持，向上に関する活動を行なうことを

目的とする。 

3. 委員会活動 

(1) コープ野村南流山弐番街管理組合の緑

化管理に対する助言 

(2) 緑化に関する計画の策定 

(3) 住民を中心とした緑化活動の実行 

4. 委員の委嘱 

(1) コープ野村南流山弐番街に居住する自治

会会員より，自治会から委嘱する。 

(2) 専門委員の数は制限しない。 

(3) 専門委員の互選により委員長を選出す

る。 

5. 運営 

(1) 本専門委員会は自治会役員会とは独立し

てその活動を行なう。 

(2) 委員の一名は管理組合の保全専門委員

会の委員を兼ね，弐番街の全体管理活動との

整合性をとる。 

(3) 委員長（もしくは委員）は議事内容を委員

会に報告する。 

(4) 活動において，材料などの実費が必要な

場合，自治会役員会に答申する。 

6. 委員の任期 

 委員の任期は 2 年とする。再任は妨げない。

7. 報酬 

 本委員会は南流山弐番街自治会会則第６

条２項の専門委員とし，同条を適用する。 

 



表１ 活動の経緯（定常活動は省略） 

年度 活動の概要 

1996 ・緑化専門委員会発足（5 月） 

・大規模修繕工事(外構工事)の具体的

内容の検討 → 東側の緑地帯整備 

・中長期緑化計画(案)策定。 

1997 ・２号棟北側緑地帯地質改良と芝整

備、同西面垣根設置による放尿対策、

ライオン公園の樹幹フェンスの設置等 

1998 ・緑化専門委員会が管理組合から自治

会の専門委員会に移行。 

・集会所の中庭のブロック敷設整備 

1999 ・プランタ整備等推進活動推進開始 

・2 号棟南側緑地土壌改良・芝整備 

2000 ・１号棟南側緑地土壌改良・芝整備 

・北東角部の銘板植込みなど整備他 

2001 ・1・2 号棟北面の緑地帯の柵の補修 

・ライオン公園周辺柵の更新 

・1 号棟北面斜面緑地帯の試験施工 

2002 ・1号棟北面土壌改良・低木植栽整備 

・不法駐車対策用プランタ設置 

・管理組合の外構舗装等改修工事に

あわせて各所整備 

2003 ・2 号棟南面の低木整備 

・緑化整備器具収納倉庫設置 

2005 ・自治会が流山市主催「第4 回ガーデ

ニングコンテスト」で市民特別賞受賞 

2007 ・敷地北側花壇の整備活動推進開始 

・電気室と１・２号棟間の防犯対策 

・１号棟と集会所間の通路整備 

2009 ・専用庭の使用方法に関する検討 

 

■ 当マンションの緑化整備の課題 

 当マンションの緑化整備で課題として次のよ

うなものがあります（管理組合の長期修繕計画

としても検討のものも含みます。） 

 

(1) ケヤキの成長に関する課題 

(2) ケヤキ以外の樹木（竣工後に植えられた

記念樹などを含む）の成長に関する課題 

(3) 経年劣化した柵などの改修 

(4) 土留壁(１号棟北側緑地帯)の経年劣化 

(5) 専用庭の外の垣根の生育不良 他 

 

プランタなど整備活動 
 自治会の｢プランタ整備等の活動推進｣に参

加のボランティアの皆さんによって東側歩道の

プランタ、ライオン公園周辺、敷地北側の花壇

が整備され、マンション内の散歩を楽しいもの

にしています。感謝いたします。 

 ライオン公園のライオン像の周辺、第２回大

規模修繕工事の外壁塗装のため、今年度、植

栽を撤去しました。「『ライオン公園周辺の緑化

に携わってみたい』と希望される方がいらっし

ゃいましたら、その方に引き継ぎますが」と長

年、ご担当の方からお話いただいています。ラ

イオン像の前、現在、裸地となっていますが、

委員会でコニファーなどを植えた上、その周囲

を他のプランタと同様、花などの植栽をしてい

ただくことを予定しています。 

 ご希望の方がいらっしゃいましたら緑化委員

長までご連絡ください。 

 

芝生整備の協力のお願い 
 ２号棟の北面の洋芝は現在も手入れの行き

届いた状態にありますが、他の部分につきまし

ては雑草の勢力に負けている状態にあります。

芝生の整備につきましても積極的にご協力い

ただける方を募集します。緑化委員長までご

連絡ください。そして皆さんのご協力をよろしく

お願いします。 

 

 

 


